
(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】  弁を備えた落水口を有する上層タンク

と、上層タンクの下方に設けた下層タンクとを具備する

特定成分溶解液の濃縮装置であって、

上層タンク内の特定成分溶解液を循環する循環手段と、

下層タンク内の特定成分溶解液を上層タンクに移す移送

手段とを有することを特徴とする特定成分溶解液の濃縮

装置。

【請求項２】  晴天時に弁を閉め上層タンク内の特定成

分溶解液を循環手段によって循環させ、雨天時に特定成

分溶解液の循環を中止して、弁を開き上層タンク内の特

定成分溶解液を下層タンク内に落水させるように、循環

手段及び弁の開閉を制御する制御手段を有する請求項1

記載の装置。

【請求項３】  前記循環手段が、特定成分溶解液を上層

タンク上に噴水する噴水手段を具備することを特徴とす

る請求項1又は2項に記載の装置。

【請求項４】  前記移送手段が、特定成分溶解液を上層

タンク上に噴水する噴水手段を具備することを特徴とす

る請求項1又は2項に記載の装置。

【請求項５】  上層タンクに貯えた雨水を貯蔵するため

の淡水タンクを設けた請求項1～４のいずれか1項に記載

の装置。

【請求項６】  上層タンクで濃縮した特定成分溶解液を

貯蔵するための濃縮液貯蔵タンクを設けた請求項1～５

のいずれか1項に記載の装置。

【請求項７】  濃縮液を処理する処理タンクを設けた請

求項1～６のいずれか1項に記載の装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】



【発明の属する技術分野】本発明は、特定成分溶解液の

濃縮装置に関し、特に、海水中で回収した特定成分を含

む特定成分溶解液の濃縮装置に関する。

【０００２】

【従来の技術】海水中には様々な成分が溶解して存在す

る。この様々な成分を回収し有効に活用できれば、陸上

資源が乏しい場合に特に有効である。従来では、吸着剤

の性能が低く十分な成分を海水中から採取することは困

難とされていた。しかし、近年、吸着剤の研究開発が進

み、海水中の成分を回収する優れた吸着剤も開発されて

きている。このような吸着剤として、例えば、リチウ

ム、ウランなどを吸着する吸着剤が知られている。リチ

ウム及びウランは、海水中にほぼ均一に溶存するが、そ

の濃度が極めて低いため、吸着させたリチウムを特定成

分溶解液で脱着して特定成分を溶解した液(以下、特定

成分溶解液という。)を得たとしても、やはり濃度が低

い。そこで、特定成分溶解液を濃縮することが必要とな

る。従来では、特定成分溶解液の濃縮を加熱ボイラーに

よって直接行っていた。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の

ように特定成分溶解液を加熱ボイラーによって直接濃縮

するのは、短期間に濃縮処理ができるという点で有利で

あるが、大量のエネルギーを必要とする。大量のエネル

ギーの使用は、濃縮コストに悪影響を及ぼす。したがっ

て、エネルギーを極力削減しつつ濃縮する装置が要求さ

れている。しかし、このような省エネルギー型の特定成

分溶解液の濃縮装置はこれまで知られていない。

【０００４】そこで、本発明の目的は、省エネルギー型

の特定成分溶解液の濃縮装置を提供することにある。

【０００５】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

に、発明者は、タンク内で吸着液を循環させて濃縮する

装置を見出した。本発明の特定成分溶解液の濃縮装置

は、弁を備えた落水口を有する上層タンクと、上層タン

クの下方に設けた下層タンクとを具備する特定成分溶解

液の濃縮装置であって、上層タンク内の特定成分溶解液

を循環する循環手段と、下層タンク内の特定成分溶解液

を上層タンクに移す移送手段とを有することを特徴とす

る。

【０００６】循環手段は、上層タンク内の特定成分溶解

液を循環させて、濃縮する機能を有する。これによっ

て、特定成分溶解液を濃縮することができる。移送手段

は、下層タンク内の特定成分溶解液を上層タンクに移送

する機能を有する。なお、弁として電磁弁を用いること

により、上層タンク底の落水口の開閉をより迅速に行う

ことができる。

【０００７】また、本発明の特定成分溶解液の濃縮装置

の好ましい実施態様は、晴天時に弁を閉め上層タンク内

の特定成分溶解液を循環手段によって循環させ、雨天時

に特定成分溶解液の循環を中止して、弁を開き上層タン

ク内の特定成分溶解液を下層タンク内に落水させるよう

に、循環手段及び弁の開閉を制御する制御手段を有する

ことを特徴とする。

【０００８】本発明の特定成分溶解液の濃縮装置によれ

ば、晴天時には、循環手段によって効率よく特定成分溶

解液を濃縮でき、雨天時には、下層タンクに特定成分溶

解液を迅速に収納することができるので、降水による特

定成分溶解液の希釈化を防ぐことができる。特定成分溶

解液を下層タンクに収納した後、弁を閉じて雨水を上層

タンクに集める。なお、上層タンクに貯えた雨水は、上

層タンク内に設けた落水口等を介して別のタンク(淡水

タンク)に移すことができる。淡水タンクに貯えた雨水

は、特定成分溶解液を製造する際の清水として使用する

ことができる。

【０００９】本発明の特定成分溶解液の濃縮装置によれ

ば、前記循環手段又は移送手段が、特定成分溶解液を上

層タンク上に噴水する噴水手段を具備することを特徴と

する。噴水手段は、特定成分溶解液を微細な水滴にして

蒸発しやすくする機能を有する。例えば、噴水手段とし

て噴水ノズルを設けることによって、上層タンク上に特

定成分溶解液を噴水させることができる。その結果、噴

水手段によって脱着液を噴水させながら、特定成分溶解

液を濃縮することができる。なお、噴水手段を複数個設

けた場合には、特定成分溶解液の濃縮効率が向上する。

【００１０】また、本発明の特定成分溶解液の濃縮装置

の好ましい実施態様は、上層タンクに貯えた雨水を貯蔵

するための淡水タンクを設けたことを特徴とする。淡水

タンクは、上層タンクに一旦貯えた雨水を貯蔵する機能

を有する。淡水タンクに貯えた雨水は、特定成分溶解液

を製造する際の清水として使用することができる。

【００１１】また、本発明の特定成分溶解液の濃縮装置

の好ましい実施態様は、上層タンクで濃縮した特定成分

溶解液を貯蔵するための濃縮液貯蔵タンクを設けたこと

を特徴とする。濃縮液貯蔵タンクは、濃縮した特定成分

溶解液を貯えるためのタンクである。循環手段又は噴水

手段によって、ある程度濃縮された特定成分溶解液を更

に濃縮するために、特定成分溶解液を加熱蒸発する。特

定成分溶解液の加熱蒸発を濃縮液貯蔵タンク内で行うこ

とができる。

【００１２】また、本発明の特定成分溶解液の濃縮装置

の好ましい実施態様は、濃縮液を処理する処理タンクを

設けたことを特徴とする。処理タンクは、濃縮液中に存

在する特定成分を分離、精製する機能を有する。例え

ば、リチウムの場合、アルカリ処理等が要求されるが、

処理タンクは、このようなアルカリ処理等の分離、精製

処理を行うためのタンクである。

【００１３】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を、図面を参

照して詳細に説明する。図1は、本発明の一実施態様に
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よる濃縮装置の正面図(ａ)、平面図(ｂ)及び断面図(ｃ)

を示す図である。

【００１４】図1において、1が上層タンクであり、弁を

備えた落水口を有する。２が下層タンクであり、上層タ

ンクの下方に設けている。17が淡水タンクであり、上層

タンクに貯えた雨水を貯蔵する。14が濃縮液貯蔵タンク

であり、上層タンクで濃縮した特定成分溶解液を貯蔵す

る。15及び16が処理タンクであり、濃縮液を処理する。

9が格子状仕切であり、浮体の動揺による特定成分溶解

液の移動を防止する。また、格子状仕切には、循環口又

は噴水口を設けることができる。１０がボイラーであ

り、濃縮液を更に濃縮する。１１が発電機であり、電磁

弁を開閉させたり、システム全体に必要な電源を供給す

る。１２がポンプであり、濃縮液をボイラーに移すこと

ができる。１３が燃料タンクであり、ボイラーの可動に

用いる。１８は甲板走行クレーンであり、濃縮後の処理

に必要な材料を運搬する。１９が係留装置であり、濃縮

装置を一定個所に係留させる機能を有する。

【００１５】図2は、上層タンク及び下層タンクの拡大

した正面図(ａ)、平面図(ｂ)及び断面図(ｃ)を示す図で

ある。１が上層タンクであり、弁を備えた落水口７を有

する。２が下層タンクであり、上層タンクの下方に設け

ている。６が循環手段であり、上層タンク内の特定成分

溶解液を循環する。なお、この実施態様においては、６

は移送手段を兼ね備えており、下層タンク内の特定成分

溶解液を上層タンクに移す機能を有する。５は、噴水手

段であり、特定成分溶解液を上層タンク上に噴水する機

能を有する。3及び4はパイプ口である。８は特定成分溶

解液面である。

【００１６】まず、晴天時の特定成分溶解液の濃縮につ

いて説明する。タンカーで特定成分溶解液を洋上浮体の

上甲板上に設置した上層タンク1に移送する(図1)。この

時、上層タンク１の落水口は閉じた状態である。下層タ

ンク２は空の状態である。上層タンクに移された特定成

分溶解液は、パイプ口3から循環パイプを通って上昇す

る。循環パイプの上方には、噴水ノズル等の噴水手段を

設置することが可能である。特定成分溶解液は、この噴

水ノズルを通じて再び上層タンク上に噴水される。特定

成分溶解液は、タンク内を循環しながら、蒸発し濃縮さ

れていく。

【００１７】一方、雨天時の場合は、上層タンク１は、

露天プールとなっているので、特定成分溶解液が雨水に

より希釈されてしまう。そこで、弁7を開いて落水口か

ら下層タンク２に特定成分溶解液を落水収納する。上層

タンクは、下方の淡水タンクとも連通しているので、上

層タンクに集められた雨水は、淡水タンクに貯えること

ができる。淡水タンクに貯えられた雨水は、特定成分溶

解液の製造の際に清水として有効利用される。

【００１８】雨が止めば、上層タンク内の雨水を完全に

淡水タンクに移し、または余分な雨水は排除し上層タン

クを空にする。そして、上層タンク底の弁を閉じる。そ

の後、下層タンクに貯えていた特定成分溶解液は、下層

タンク内に通じるパイプ口4から循環パイプを通って上

昇する。特定成分溶解液は、循環パイプの上方にある噴

水ノズルを通じて上層タンク上に噴水される。上層タン

ク底の弁を閉じているので、噴水された特定成分溶解液

は、上層タンク上に貯えられる。下層タンク内の特定成

分溶解液が噴水された時点で、パイプ口3から特定成分

溶解液を吸入して噴水する。また、弁として電磁弁を使

用すれば、より的確に制御することが可能となる。な

お、噴水ノズル及び落水口は、図２のように格子状に設

けてもよく、それらの配置、形状等は特に限定されな

い。

【００１９】タンク内を循環させて４０～５０％まで特

定成分溶解液を蒸発させた後、さらに特定成分溶解液を

濃縮するには、特定成分溶解液を加熱蒸発させることが

できる。加熱蒸発には、特定成分溶解液タンク１４を利

用する。濃縮した特定成分溶解液をさらにボイラ１０で

加熱蒸発させるために、上層タンク内の特定成分溶解液

を特定成分溶解液タンク14に入れる。蒸発ボイラー10で

加熱して当初の特定成分溶解液を約85％蒸発させること

ができる。

【００２０】その後、各特性成分の種類に応じて、濃縮

後の処理を行う。濃縮後の特定成分溶解液の処理は、常

法により特に限定されない。例えば、特定成分がリチウ

ムの場合には、以下のように濃縮した特定成分溶解液を

処理する。脱着液として塩酸又は硫酸などの酸を用いて

いる場合、特定成分溶解液中では、リチウムは、塩酸又

は硫酸溶液に移動している。特定成分溶解液中には、リ

チウム以外に不純物として、マグネシウム、カルシウ

ム、マンガン、ナトリウムカリウムが混入している。し

たがって、これら不純物を除去する必要がある。

【００２１】濃縮した特定成分溶解液をアルカリ処理タ

ンクに移し、特定成分溶解液に水酸化ナトリウム溶液を

注入して水酸化マグネシウム、水酸化マンガンなどを沈

殿させる。特定成分溶解液を濾過して、沈殿した水酸化

マグネシウム、水酸化マンガンなどの不純物を除去す

る。

【００２２】そして、アルカリ処理した特定成分溶解液

を別のタンクに移し、炭酸ナトリウムを入れて、炭酸リ

チウムを沈殿させて採取する。特定性分がウランの場合

には、以下のように特定成分溶解液を処理する。海水中

に溶存するウランは、通常、アミドキシム樹脂に吸着さ

せることができる。ウランを、アミドキシム樹脂から塩

酸溶液などの鉱酸を用いて脱着させることができる。但

し、この時のウランの濃度は、非常に低く２０～１００

ppm程度である。したがって、これを濃縮した後でない

と、このウランをイエローケーキとして固形化し利用す

ることができない。また、特定成分溶解液中には、ウラ

ン以外に、マグネシウム、カルシウムなどの不純物を含
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む。不純物を処理するには、特定成分溶解液を、キレー

ト樹脂又はイオン交換樹脂などの樹脂を吸着剤として吸

着させた後、アルカリ性溶液で溶離することができる。

キレート樹脂としては、例えば、グリシン－N,N－ビス

(メチレンホスホン酸)をリガンドとするキレート樹脂を

用いることができる。キレート樹脂へのウラン吸着量

は、アミドキシム樹脂からウランを脱着する際に用いる

酸の濃度によって異なる。酸の濃度がより低い場合に、

ウランを効率良く脱着できる。例えば、酸として塩酸を

用いた場合、0.1～0.9Nの濃度の塩酸が好ましい。この

処理によりウランは１０００ppm程度の濃度にまで濃縮

される。

【００２３】キレート樹脂に吸着させたウランは、例え

ば、NaHCO3溶液を用いて溶離することができる。またイ

オン交換樹脂に吸着させたウランは、例えば、NaCl溶液

を用いて溶離することができる。

【００２４】キレート樹脂、イオン交換樹脂を単独で用

いても良いが、キレート樹脂でウランを濃縮後、続いて

イオン交換樹脂でウランを更に濃縮することができる。

この場合、ウランを２０００ppm程度の濃度にまで濃縮

することができる。

【００２５】ウランを含有する溶離液に塩酸及びアンモ

ニア水を加え、重ウラン酸アンモニウム(イエローケー

キ)を沈殿させ単離することができる。これらの処理を

処理タンクで行うことができる。なお、特定成分溶解液

から、特定成分を回収して、残った脱着液は、そのまま

吸着剤からウランを脱着する脱着液として繰り返し使用

することができる。また、イオン交換樹脂においてウラ

ンを除去した重炭酸ナトリウム水溶液は、キレート樹脂

からウランを溶解させる溶解液として再び使用すること

ができる。但し、１Ｎ塩化ナトリウム水溶液を、イエロ

ーケーキを固形物として回収する際に、塩酸やアンモニ

ウムイオンが注入されるので、再使用することができな

い。したがって、塩化ナトリウム水溶液用のタンクを処

理タンクとして設けておく。

【００２６】その他、システム全体に用いる発電機11、

移送ポンプ１２、燃料タンク13を備え、甲板走行クレー

ン18で炭酸ナトリウムの運搬などに用いる。また、係留

装置１９で浮体を係留する。

【００２７】

【発明の効果】本発明の特定成分溶解液の濃縮装置によ

れば、陸上に固定しなくて良いため、海域が悪天候の場

合は、非難、回避でき、稼動領域を適宜変更可能である

という有利な効果を奏する。

【００２８】また、本発明の特定成分溶解液の濃縮装置

によれば、露天プールである程度脱着液を蒸発させるこ

とができるので、加熱蒸発にかかるエネルギーを削減す

ることができるという有利な効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】  本発明の一実施態様による濃縮装置の正面図

(ａ)、平面図(ｂ)及び断面図(ｃ)を示す図である。

【図2】  上層タンク及び下層タンクの拡大した正面図

(ａ)、平面図(ｂ)及び断面図(ｃ)を示す図である。

【符号の説明】

１．上層タンク

２．下層タンク

３．上層タンクに通じるパイプ口

４．下層タンクに通じるパイプ口

５．噴水手段

６．循環パイプ

７．落水口

８．特定成分溶解液面

９．格子状仕切

１０．ボイラー

１１．発電機

１２．ポンプ

１３．燃料タンク

１４．濃縮液貯蔵タンク

１５、１６．処理タンク

１７．淡水タンク

１８．甲板走行クレーン

１９．係留装置

(4) 特許第３２５９０３３号



【図１】

【図２】
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